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１． 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

（１）理念

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能

性があり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、利用者の尊厳

と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体

的・精神的特徴を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケ

アの実施に努めます。

（２）身体拘束の原則禁止

サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身

体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動

を制限する行為を禁止します。

（３）緊急やむを得ない場合の３要件

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わ

ない支援を提供することが原則ですが、以下の３つの要件のすべてを満たす

状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

① 切 迫 性：利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらさ

れる可能性が著しく高いこと 

② 非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が

ないこと 

③ 一 時 性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

２． 身体拘束廃止に向けての基本方針 

（１）利用者の理解と身体拘束リスクの排除

全ての職員が利用者の身体的・精神的特徴を十分に理解し、身体拘束を誘発す

るリスクを除くための対策を実施します。

（２）資質の向上

施設長・管理者・リーダー等が率先して施設内外の研修に参加する等、施設全

体の知識・技能の資質向上に取り組みます。

（３）緊急やむを得ない身体拘束の取り扱い

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを

得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束等適正化委員会を中心に十分に検討を行

い、身体拘束による心身の損害よりも拘束をしないリスクの方が高い場合で、

切迫性・非代替性・一時性の３要件のすべてを満たした場合のみ、本人・ご家



族へ説明し同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況に

ついて経過記録の整備を行い、支援の見直し等によりできるだけ早期の拘束の

解除に向けて取り組みます。 

 

（４）身体拘束適正化のための対応 

 利用者本人及びその家族にとってより居心地の良い環境・支援について話し

合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一

緒に考えます。 

 

３． 身体拘束等適正化のための体制 

（１）虐待防止等（身体拘束等適正化を含む）委員会の設置 

 身体拘束等の適正化を目指すため、理事長を委員長とする「虐待防止等委員会」

（以下、「委員会」という。）を設置します。 

 

（２）委員会の構成員 

 理事長、施設長、事務局、主任又は副主任、看護師 

 

（３）構成員の役割 

 招集者：理事長又は施設長 

 記録者：事務局 

 

（４）委員会の検討項目 

① 身体拘束等適正化に向けての現状把握及び改善についての検討 

② 法人内で報告のあった身体拘束等発生時の状況の分析、発生原因、結果

等の検証 

③ 職員を対象とした身体拘束等適正化のための研修の実施に関すること 

④ その他、身体拘束等発生予防のための必要な事項に関すること 

 

（５）委員会の開催 

 委員会は少なくとも１年に１回以上開催します。その他必要に応じて会議を 

開催します。 

 

（６）記録及び周知 

 委員会での検討内容は、適切に記録、説明、保管するほか、委員会の結果につ 

いてすべての職員に周知徹底します。 

 

４． 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応 

（１）３要件の確認 

 緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として、拘束による利用者

の心身の損害や拘束をしない場合のリスク及び①切迫性②非代替性③一時性

の３要件のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認をします 



 

（２）要件合致確認及び説明 

 要件を検討、確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、身体拘束の

内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、解除に向けた取り組み

方法を本人及びご家族等に詳細に説明し、書面で確認を得ます。 

 

（３）記録等 

 緊急やむを得ず身体拘束を実施した場合、その様子、心身の状況、やむをえな

かった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、

当該記録を基に拘束の必要性や方法を再検討し、解除へ向けて取り組みます。

記録は５年間保存し、要望があれば提示できるものとします。 

 

５． 身体拘束等適正化のための研修 

 身体拘束等適正化のため、支援にかかわる全ての職員について、新規採用時及

び年１回以上（特別養護老人ホームにおいては年 2 回以上）身体拘束等の適

正化についての研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、

実施場所、研修名、研修概要を記載した記録を作成します。 

 

６． 身体拘束等に関する報告 

 緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実

施状況や利用者の日々の態様（時間や状況ごとの動作や様子）を記録し、委員

会で拘束解除に向け３要件の具体的な再検討を行います。 

 

７． 利用者等に対する指針の閲覧 

 本指針は、利用者、ご家族が閲覧できるように当法人のホームページへ掲載し

ます。 

 

附則 

 この指針は、令和４年４月１日より実施 


